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第１１号議案 

   芦屋市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 芦屋市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

   平成３１年２月１９日提出 

芦屋市長 山 中  健

提案理由 

建築基準法の一部改正に伴い，建築物の建蔽率の特例許可申請手数料等を定めると

ともに，関係条文を整理するため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

芦屋市手数料条例の一部を改正する条例 

 芦屋市手数料条例（平成１２年芦屋市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ 総務関係・２ 民生関係 １ 総務関係・２ 民生関係 

（略） （略） 

３ 建設関係 ３ 建設関係 

(1) 租税特別措置法関係 (1) 租税特別措置法関係 

(略） (略)

(2) 建築基準法関係 (2) 建築基準法関係 

番号 事務 名称 金額 

1  

（略） 

イ （略）  

ロ 申請に係る計

画又は通知に係

る計画に同法第8

7条の4の昇降機

に係る部分が含

番号 事務 名称 金額 

1  

（略） 

イ （略）  

ロ 申請に係る計

画又は通知に係

る計画に同法第8

7条の2の昇降機

に係る部分が含
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改正後 改正前 

（略） 

まれる場合にお

いては，イに定め

る手数料のほか，

当該昇降機1基に

つき，2の項に掲

げる手数料を納

めなければなら

ない。 

2 建築基準法第87条の4

において準用する同

法第6条第1項の規定

に基づく建築設備の

確認の申請に対する

審査又は同法第87条

の4において準用する

同法第18条第2項の規

定に基づく建築設備

の計画の通知に対す

る審査 

（略） 

3 （略）  

4  

（略） 

イ （略）  

ロ 申請に係る計

画又は通知に係

る計画に同法第8

7条の4の昇降機

に係る部分が含

まれる場合にお

いては，上記の手

数料のほか，当該

（略） 

まれる場合にお

いては，イに定め

る手数料のほか，

当該昇降機1基に

つき，2の項に掲

げる手数料を納

めなければなら

ない。 

2 建築基準法第87条の2

において準用する同

法第6条第1項の規定

に基づく建築設備の

確認の申請に対する

審査又は同法第87条

の2において準用する

同法第18条第2項の規

定に基づく建築設備

の計画の通知に対す

る審査 

（略） 

3 （略） 

4  

（略） 

イ （略）  

ロ 申請に係る計

画又は通知に係

る計画に同法第8

7条の2の昇降機

に係る部分が含

まれる場合にお

いては，上記の手

数料のほか，当該
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改正後 改正前 

（略） 

昇降機1基につ

き，次項の手数料

を納めなければ

ならない。 

5 建築基準法第87条の4

において準用する同

法第7条第1項の規定

に基づく建築設備の

完了検査の申請に対

する審査（中間検査を

した場合を除く。）又

は同法第87条の4にお

いて準用する同法第1

8条第16項の規定に基

づく建築設備の完了

の通知に対する審査

（中間検査をした場

合を除く。） 

（略） 

6 （略）  

7  

（略） 

イ （略）  

ロ 申請に係る計

画又は通知に係

る計画に同法第 

87条の4の昇降機

に係る部分が含

まれる場合にお

いては，上記の 

手数料のほか， 

当該昇降機1基に

（略） 

昇降機1基につ

き，次項の手数料

を納めなければ

ならない。 

5 建築基準法第87条の2

において準用する同

法第7条第1項の規定

に基づく建築設備の

完了検査の申請に対

する審査（中間検査を

した場合を除く。）又

は同法第87条の2にお

いて準用する同法第1

8条第16項の規定に基

づく建築設備の完了

の通知に対する審査

（中間検査をした場

合を除く。） 

（略） 

6 （略） 

7  

（略） 

イ （略）  

ロ 申請に係る計

画又は通知に係

る計画に同法第 

87条の2の昇降機

に係る部分が含

まれる場合にお

いては，上記の 

手数料のほか， 

当該昇降機1基に
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改正後 改正前 

（略） 

つき，次項の手 

数料を納めなけ

ればならない。 

8 中間検査をした建築

設備に関する建築基

準法第87条の4におい

て準用する同法第7条

第1項の規定に基づく

完了検査の申請に対

する審査又は中間検

査をした建築設備に

関する同法第87条の4

において準用する同

法第18条第16項の規

定に基づく完了の通

知に対する審査 

（略） 

9  

（略） 

イ （略）  

ロ 申請に係る計

画又は通知に係

る計画に同法第8

7条の4の昇降機

に係る部分が含

まれる場合にお

いては，上記の手

数料のほか，当該

昇降機１基につ

き，次項の手数料

を納めなければ

ならない。 

（略） 

つき，次項の手 

数料を納めなけ

ればならない。 

8 中間検査をした建築

設備に関する建築基

準法第87条の2におい

て準用する同法第7条

第1項の規定に基づく

完了検査の申請に対

する審査又は中間検

査をした建築設備に

関する同法第87条の2

において準用する同

法第18条第16項の規

定に基づく完了の通

知に対する審査 

（略） 

9  

（略） 

イ （略）  

ロ 申請に係る計

画又は通知に係

る計画に同法第8

7条の2の昇降機

に係る部分が含

まれる場合にお

いては，上記の手

数料のほか，当該

昇降機１基につ

き，次項の手数料

を納めなければ

ならない。 
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改正後 改正前 

10 建築基準法第87条の4

において準用する同

法第7条の3第1項の中

間検査の申請に対す

る審査又は同法第87

条の4において準用す

る同法第18条第19項

の特定工程終了の通

知に対する審査 

（略） 

11 （略）  

12 建築基準法第7条の6

第1項第1号若しくは

第2号又は同法第18条

第24項第1号若しくは

第2号（同法第87条の4

又は第88条第1項若し

くは第2項において準

用する場合を含む。）

の規定に基づく仮使

用の認定の申請に対

する審査 

（略） 

13～ 

22 
（略） 

23 建築基準法第53条第

4項又は第5項の規定

に基づく建築物の建

蔽率に関する特例の

許可の申請に対する

審査 

（略） 

1件につき 33，000

円 

10 建築基準法第87条の2

において準用する同

法第7条の3第1項の中

間検査の申請に対す

る審査又は同法第87

条の2において準用す

る同法第18条第19項

の特定工程終了の通

知に対する審査 

（略） 

11 （略） 

12 建築基準法第7条の6

第1項第1号若しくは

第2号又は同法第18条

第24項第1号若しくは

第2号（同法第87条の2

又は第88条第1項若し

くは第2項において準

用する場合を含む。）

の規定に基づく仮使

用の認定の申請に対

する審査 

（略） 

13～ 

22 
（略） 

23 建築基準法第53条第 

4項の規定に基づく建

築物の建蔽率に関す

る特例の許可の申請

に対する審査 

（略） 

1件につき 33，000

円 
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改正後 改正前 

24 建築基準法第53条第

6項第3号の規定に基

づく建築物の建蔽率

に関する制限の適用

除外に係る許可の申

請に対する審査 

（略） 

25～ 

37 
（略） 

38 建築基準法第67条第

3項第2号の規定に基

づく建築物の敷地面

積又は同条第5項第2

号の規定に基づく建

築物の壁面の位置に

関する特例の許可の

申請に対する審査 

（略） 

39 建築基準法第67条第

9項第2号の規定に基

づく建築物の防災都

市計画施設に係る間

口率及び高さに関す

る制限の適用除外に

係る許可の申請に対

する審査 

（略） 

40～ 

62 
（略） 

63 建築基準法第86条の

8第1項又は同法第87

条の2第1項の規定に

1件につき 27，000

円 

24 建築基準法第53条第 

5項第3号の規定に基

づく建築物の建蔽率

に関する制限の適用

除外に係る許可の申

請に対する審査 

（略） 

25～ 

37 
（略） 

38 建築基準法第67条の 

3第3項第2号の規定に

基づく建築物の敷地

面積又は同条第5項第

2号の規定に基づく建

築物の壁面の位置に

関する特例の許可の

申請に対する審査 

（略） 

39 建築基準法第67条の 

3第9項第2号の規定に

基づく建築物の防災

都市計画施設に係る

間口率及び高さに関

する制限の適用除外

に係る許可の申請に

対する審査 

（略） 

40～ 

62 
（略） 

63 建築基準法第86条の 

8第1項の規定に基づ

く既存の一の建築物

1件につき 27，000

円 



11-8 

1
1
-
8
 

改正後 改正前 

基づく既存の一の建

築物について2以上

の工事に分けて工事

を行う場合の制限の

緩和に係る認定の申

請に対する審査 

（略） 

64 建築基準法第86条の

8第3項（同法第87条

の2第2項において準

用する場合を含む。）

の規定に基づく既存

の一の建築物につい

て2以上の工事に分

けて工事を行う場合

の制限の緩和に係る

認定の変更の申請に

対する審査 

（略） 

1件につき 27，000

円 

65 建築基準法第87条の

3第5項の規定に基づ

く建築物の用途を変

更して一時的に興行

場等として使用する

場合の許可の申請に

対する審査 

興行場等一時使用

の許可申請手数料 

1件につき，次の各号

に定めるとおりとす

る。 

(1) 期間が3月以内

の場合 60，000円 

(2) 期間が3月を超

え1年以内の場合 1

20，000円 

66 建築基準法第87条の

3第6項の規定に基づ

く建築物の用途を変

更して一時的に特別

特別興行場等一時

使用の許可申請手

数料 

1件につき 160，00

0円 

について2以上の工事

に分けて工事を行う

場合の制限の緩和に

係る認定の申請に対

する審査 

（略） 

64 建築基準法第86条の 

8第3項の規定に基づ

く既存の一の建築物

について2以上の工事

に分けて工事を行う

場合の制限の緩和に

係る認定の変更の申

請に対する審査 

（略） 

1件につき 27，000

円 
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改正後 改正前 

興行場等として使用

する場合の許可の申

請に対する審査 

67～ 

69 
（略） 

65～ 

67 
（略） 

(3) 屋外広告物関係 ～ (8) マンションの建替え等の円滑化

に関する法律関係 

(3) 屋外広告物関係 ～ (8) マンションの建替え等の円滑化

に関する法律関係 

（略） （略）

(9) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係 (9) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係 

（略） （略）

備考 備考 

１ 性能向上計画の認定の申請に法第３０条第２項の規定

による申出が含まれる場合又は性能向上計画の変更の認

定の申請に法第３１条第２項において準用する法第３０

条第２項の規定による申出が含まれる場合における建築

物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額

は，(2)建築基準法関係の表１の項に掲げる手数料の金 

額に相当する額（次の各号に掲げる場合にあっては，当 

該各号に掲げる額）を加算した額とする。 

１ 性能向上計画の認定の申請に法第３０条第２項の規定

による申出が含まれる場合又は性能向上計画の変更の認

定の申請に法第３１条第２項において準用する法第３０

条第２項の規定による申出が含まれる場合における建築

物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築

物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額

は，(2)建築基準法関係の表１の項に掲げる手数料の金 

額に相当する額（次の各号に掲げる場合にあっては，当 

該各号に掲げる額）を加算した額とする。 

(1) 性能向上計画に建築基準法第87条の4に規定する建

築設備に係る部分が含まれる場合 当該建築設備に

係る(2)建築基準法関係の表2の項に掲げる手数料の

金額に相当する額 

(1) 性能向上計画に建築基準法第87条の2に規定する建

築設備に係る部分が含まれる場合 当該建築設備に

係る(2)建築基準法関係の表2の項に掲げる手数料の

金額に相当する額 

(2) （略） (2) （略）  

２ （略）  ２ （略）  

４ 消防関係・５ その他共通関係 ４ 消防関係・５ その他共通関係 

（略） （略）
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附 則 

この条例は，建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施行の日から施行する。 
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参 照 

芦屋市手数料条例の一部改正要綱 

１ 改正の趣旨 

建築基準法の一部改正に伴い，建築物の建蔽率の特例許可申請手数料等を定める

とともに，関係条文を整理するため，この条例を制定しようとするもの。 

２ 改正の内容 

(1) 建築物に係る許認可の申請等の手数料の追加（別表関係） 

ア 次のいずれかに該当する建築物の建蔽率に関する特例許可の申請手数料を

１件につき３３，０００円と定める。 

 (ｱ) 建築基準法により市長が避難上及び消火上必要な機能の確保を図るため，

前面道路から後退して壁面線を指定した場合のその限度の線を越えない建

築物  

(ｲ) 都市計画法による特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区

域において，特定防災機能（※）の確保を図るために壁面の位置の制限が定

められた場合のその限度の線を越えない建築物 

  ※ 特定防災機能とは，火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及

び避難上確保させるべき機能をいう。  

イ 一の建築物について２以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合 

に，当該２以上の工事の全体計画が次のいずれにも該当するときの認定及び変

更認定の申請手数料を 1件につき２７，０００円と定める。 

 (ｱ) ２以上の工事に分けることが，当該建築物の利用状況等によりやむを得な

いものであること。 

(ｲ) 全ての工事完了後において，全体計画に係る建築物及びその敷地が建築基

準法令の規定に適合すること。 

(ｳ) いずれかの工事完了後においても，全体計画に係る建築物及びその敷地に

ついて，交通上の支障，安全上の危険性等が増大しないものであること。 
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ウ 建築物の用途を変更して一時的に使用する興行場等（※）のうち，市長が安

全上等に支障がないと認めるものの許可の申請手数料を１件につき期間が３ヶ

月以内の場合は６０，０００円，３ヶ月を超え１年以内の場合は１２０，００

０円と定める。 

※ 興行場等とは，興行場，博覧会建築物，店舗その他これらに類する建築物

をいう。 

エ 建築物の用途を変更して一時的に使用する特別興行場等（※）のうち，市長

が安全上等に支障がなく，かつ，公益上やむを得ないと認めるものの許可の申

請手数料を１件につき１６０，０００円と定める。 

※ 特別興行場等とは，国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその

他の理由により一年を超えて使用する特別の必要がある興行場等をいう。 

(2) その他規定の整理 

３ 施行期日 

建築基準法の一部を改正する法律の施行の日 
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